
 

 

 

こども・子育て支援会議条例の一部を改正する条例 

 

こども・子育て支援会議条例（平成25年大阪市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「法」という。）第72条第１

項及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）第25条の合議制の機関

として、本市にこども・子育て支援会議（以

下「支援会議」という。）を置く。 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「法」という。）第77条第１

項及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）第25条の合議制の機関

として、本市にこども・子育て支援会議（以

下「支援会議」という。）を置く。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

   

 

大阪市条例第57号
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◇こども・子育て支援会議条例の一部を改正する条例  

１  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、規定を整備することにしました。  

２  この条例は、公布の日（令和５年６月 13日）から施行することにしました。  

（こども青少年局企画部企画課）  

 



こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に
関する法律について、所要の規定の整備を行う。

こども家庭庁設置法案（仮称）の概要

１．関係法律の整備

(1) 関係省庁からこども家庭庁に所掌事務が移管されることに伴い、当該事務に関係する法律の規定により関係大臣が行う権
限及び関係省庁が発する命令を、それぞれ内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改める等の規定の整理を行う

(2) 幼稚園、保育所及び認定こども園の教育・保育の内容に関する基準の整合性を制度的に担保するため、学校教育法及び
児童福祉法を改正し、文部科学大臣が幼稚園教育要領を定めるに当たり又は内閣総理大臣が保育所保育指針を定める
に当たり、それぞれ内閣総理大臣又は文部科学大臣に協議することとする規定を設ける

(3) そのほか、内閣総理大臣と関係大臣との間で事務を調整するために必要な協議に関する規定を整備するなど、関係法律の
規定の整備を行う（医療法、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 等）

２．行政組織に関する法律の整理

(1) 内閣府本府、文部科学省及び厚生労働省について、こども家庭庁にその権限の一部が移管されることに伴い、所掌事務の
規定並びに審議会及び特別の機関の規定の整理を行う

(2) こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣※を置き、当該大臣が掌理する事務に関する規定を整理する

※ 各省大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求める権限や勧告する権限等を有する

３．経過措置
・ 関係大臣の権限を内閣総理大臣の権限としたこと等に伴い、必要となる経過措置を置く

４．施行期日
・ こども家庭庁設置法の施行の日（令和５年４月１日）

趣旨

概要

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第76号）の概要


